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１．はじめに 

 

 全国の市町村で，交通バリアフリー法に基づく基

本構想が策定されている．法と同時に出された国の

基本方針では，「高齢者及び身体障害者等の意見が

基本構想に十分に反映されるように努める．」とあ

る．このため，策定にあたっては，多くの市町村で，

市民を含む委員会の設置やワークショップの開催を

行い，市民参加に努めている1) ． 

しかし，基本構想策定後の市民参加については，

まだまだ事例は少ない．バリアフリー化事業を円滑

に実施し，誰もが安全で便利に利用できる施設を整

備するためには，構想策定後の継続的な市民参加が

必要である．障害の内容・程度には個人差があり，

細かい内容になるほど，その違いが出てくる．この

ため，構想から計画，設計，工事へと漸次詳細な内

容に進んで行く中，実際に利用する高齢者や障害者

の意見を聞き，より使いやすいものにしなければな

らない． 

 そこで，豊中市では，構想策定から事業完了まで，

様々な市民参加プログラムを用意し，意見の反映に

努めている．本論文では，これらの概要を紹介し，

その成果と今後の課題を整理する． 

  

２．豊中市の取組み概要 

 

豊中市では，市内１３駅全てで，基本構想を策

定する．現在５駅４地区の策定を終え，残る８駅５

地区を策定中である．この際，図－１のように，基

本構想策定からバリアフリー化事業の完了まで，継

続的に多様な市民参加プログラムを用意している．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 市民参加プログラム 

 

 構想策定は，委員会とワークショップをメインと

する．委員会は，市民，事業者及び学識経験者で構

成し，構想策定に向けての調整や合意形成の役割を

担う．委員会は全体委員会と地区委員会に区分し，

全体委員会は，豊中市全域におけるバリアフリー化

の方針の検討や重点整備地区の選定などを行い，地

区委員会は，各地区の基本構想を検討する． 

ワークショップは，利用者である市民の意見を

きめ細かく収集することを目的としているが，それ

に加え，様々な立場の人々が議論することにより，

バリアに対する理解を深め，心のバリアフリーの促

進やマナーの向上にも繋がっている 2) ． 

構想策定後も様々な市民参加手法を行っている

が，これらについては，３章で述べる． 

 

３．構想策定後の市民参加プログラム 

 

（１）推進協議会 

 緑地公園駅地区では，構想策定後のバリアフリ
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ー化事業を円滑に進めるため，「緑地公園駅地区

バリアフリー推進協議会」を設置している．推進

協議会の幹事は，基本構想検討地区委員会の元委

員を基本とする．会議は，幹事会や説明会などそ

の内容に応じた形態で行い，幹事会は，基本構想

に基づく事業の連絡調整や進捗状況の把握を行う．

説明会は，広く地区住民等に参加を呼びかけ，各

事業者の計画，工事や進捗状況の説明などを行う． 

 これにより，構想策定後の各事業の進行管理を

行い，着実にバリアフリー化を進めていると共に，

計画・工事に市民の意見を反映している． 

 推進協議会は，構想を策定する全ての地区で設

置する予定で，現在，緑地公園と千里中央駅の２

地区で設置している． 

 

（２）部会      

推進協議会の下に，特定の案件を継続的に検討

するため，「部会」を設置できるとしている． 

緑地公園駅地区では，基本構想策定までに合意

できなかった地区内道路の一方通行化による歩道

設置について，地元が主体となって検討を進める

ため，「寺内第１２号線等地区交通問題検討部

会」を設置している．地区住民と市で構成し，会

議の運営は，地区住民が行っている．現在，一方

通行化の合意形成を図るため，交通社会実験の実

施などを検討している． 

 

（３）チェックシステム 

これまで，ガイドラインに基づいて設置した障

害者用施設に対し，「トイレの使い勝手が悪い．」

という意見や，「点字案内板がわかりにくい．」と

いう意見があった．これらは，ガイドラインが，細

部に亘るまで全てを規定しているわけではなく，設

計者の判断に委ねる部分があり，設計者が障害者の

使い勝手を充分に把握できていないまま，過去の事

例から決定していることによる．例えば，ガイドラ

インに，「出入り口付近に点字案内板を設置す

る．」とあるが，どのような内容をどのようなルー

ルで表示するかは記載していない． 

そこで，ガイドラインにない細部の仕様を決定

する必要のある障害者用施設の設計・工事に際し，

事業者が障害者のチェックを受け，その意見を参考

とするシステム「バリアフリーチェックシステム」

を確立した． 

チェックシステムは，基本構想検討委員会の下

に位置付けられた制度とし，基本構想に基づくバリ

アフリー化事業等を対象としているが，義務付けて

いるのではなく，その利用の判断は，事業者が行う

ものとしている．これは，事業者が独自に細部の仕

様を決定している場合や，別途の手法により障害者

の意見を把握する場合，他地区の仕様と異なること

が問題となる場合等を考慮したものである．また，

最終的にチェックパーソンの意見を受け，工事にど

のように反映させるか，させないかの判断も事業者

に委ねている． 

チェックパーソンは，障害者団体の推薦を受け，

かつこれまで，ワークショップに参加してきた車い

す，視覚，聴覚，オストメイト等の障害者，１０名

程度で構成している．この中から，その都度当該チ

ェックにふさわしい人，数名を選び，日程調整を行

う． 

このように，本システムは，事業者が障害者用

施設の設計・工事で，確認したいことがあれば，手

軽に利用できるシステムとして確立したものであり，

全体計画等，大規模なチェックは想定していない．

この場合，推進協議会を活用するなど，より多くの

人の意見を聴く必要がある． 

これまでに，平成１６年１２月の試行前のシミ

ュレーションとして５件，施行後の５箇月間で５件

のチェックを行っている．点字案内板の図・字句の

表現方法，音声案内の内容，点字ブロックの色彩，

多機能トイレの手すり，ボタン，フック等の仕様の

決定に役立っている． 

本システムに対する障害者の評価は高く，基本

構想に基づく事業だけでなく，その他の道路・交通

事業及び公共施設等の建築物にも対象を広げて行く

ことや基本構想に基づく事業完了後の対応等が今後

の課題となっている． 

 

（４）案内システム 

視覚障害者から，「道路の新設や点字ブロック

の一時撤去などの工事情報が伝わらず，安全確認が



 

 

できない．」との意見を受け，事業者が基本構想に

基づく工事を実施する際，障害者などに工事情報を

事前に知らせるシステムを確立した． 

通常，工事のお知らせは周辺住民に対して行い，

遠方から来る者に対しては，十分には行っていない．

健常者ならこれでも対応できるが，視覚障害者の場

合，現地情報を得にくく，安全性が著しく低下する．

車いす利用者の場合も，通行できるルートが限られ，

急な対応ができない．障害者に対しては，事前の工

事情報の伝達が必要である． 

そこで，各事業者の工事情報を一括して公開し，

障害者が事前に情報を得られるようにしている．公

開場所としては，市のホームページや障害福祉セン

ターひまわり及び事務局である土木下水道建設課の

窓口であり，障害者自身がこの情報を確認すること

になる．そして必要に応じ，事業者に詳細内容を問

い合わせる．ひまわりでは，視覚障害者に配慮し，

点字の対応も行っている． 

本システムは，市民に対する工事情報案内だけ

でなく，事務局として，構想に基づく工事の進捗状

況の把握にも役立っている．今後は，基本構想に基

づく事業だけでなく，市内における各事業者全ての

工事情報を扱えれば，利用者にとってもっと使いや

すいものとなる． 

 

４．成果 

 

（１）着実な事業実施 

 これまで，市の策定した構想は，「作りっぱなし

で実行されない絵に描いた餅」との批判もあった．

しかし，交通バリアフリー基本構想は，構想策定後

も推進協議会を設置し，市民が見守る中で，進めて

いるため，事業者も手を抜くことができず，構想に

基づく事業を着実に実施することができている． 

 緑地公園駅地区では，基本構想策定後３年が経過

しているが，構想に記載された鉄道事業８つの内，

駅構内のスルー型エレベーターの設置，車いす対応

幅広自動改札機の設置等６つの事業を実施している．

道路事業も特定経路６路線の内，駅前地下道の２７

人乗りエレベーターの設置，複合福祉施設へアクセ

スする河川沿い空地を活用した歩道設置等４路線で

事業を実施している．信号については，３交差点の

内，２交差点で音響化を実施している． 

 

（２）構想外事業の実施 

 緑地公園駅地区では，駅構内・構外に計４基のエ

レベーターを設置することにより，地下１階ホーム

から地下２階中央改札を経て地上までのバリアフリ

ー化されたルートを一つ確保することとしていた．

しかし，このルートは西側利用者にとっては，遠回

りでかつエレベーターを２回利用しなければならな

い．このため，市民から「西口改札から隣接する民

間ビルへのルートをバリアフリー化してほしい．」

という意見を受け，構想策定後も検討を重ね，当初

は難しいと，構想に記載できなかったスロープ設置

を実施している． 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ スロープ計画平面図 

 

鉄道事業者が，道路事業者の施工する構外エレ

ベーター新設及び階段改築工事の土留めを共有し，

既存の西口通路の外側に新たにボックスカルバート

を構築することと，改札機を新設することなどによ

り，可能となったものである．通常なら，鉄道事業

者も一つのバリアフリールートを確保すれば，それ

でよしとし，道路事業者も国庫補助事業の計画内容

の変更や工期が延びることを嫌い，土留めの共有を

承認しないであろうが，地区のバリアフリー化とい

う共通認識の下，可能となったものである． 

これにより，西口改札から民間ビルを通り，服

部緑地公園へ直結するルートがバリアフリー化され，

移動距離も 245ｍが 125ｍに短縮し，より多くの人

の利便性が向上することとなった． 
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（３）バリアフリー施設のレベルアップ 

 多数の意見を聴き，これに応えようとすれば，施

設の水準がレベルアップする．一般的に事業者は，

基準に「１１人乗り以上の大きさとする．」とあれ

ば，最低の１１人乗りで計画する．これは，基準以

上に大きくすれば，会計検査などでその理由・必要

性を問われ，過大設計として扱われ，検査が通らな

いと考えてしまうからである． 

 しかし，緑地公園駅地下道のエレベーターの場合，

市民から「ストレッチャーや複数の車いす，ベビー

カーが利用できるような大きさにすべきである．」

との意見を受け，１１人乗りを大きく上回る２７人

乗りの大きさに変更した．通常，国庫補助事業とし

ては，これほどの大きさは認められないが，市民か

ら出た意見で，基本構想にも記載されていることか

ら，国及び大阪府と協議し，承認を得た． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 緑地公園駅構外エレベーター 

 

 また，エレベーターの出入口について，ガイドラ

インの基準では，「ひさしを設けることが望まし

い．」とあり，ひさしを計画していたが，「車いす

も濡れないような大きなものにしてほしい．」との

意見や，「隣接する駅ビルと繋いでほしい．」とい

う意見を受け，最終的に延長３５ｍという大きな上

屋となった．通常，道路は雨に濡れて当たり前とい

う考え方や，特定の民間ビルだけに配慮していいの

かとの懸念が生じるが，市民の後押しを受け，より

利用しやすいものが設置できた． 

 

（４）民間施設のバリアフリー化 

 北大阪急行電鉄千里中央駅は，ホームが地下２階，

改札が地下１階で，地上や２階デッキへは，民間商

業施設の階段またはエスカレーターを利用しなけれ

ばならない．そこで，この経路上にエレベーターを

設置することを基本構想に位置付けた．当初は，

「民間事業者にエレベーター設置を義務づけるのは

厳しすぎる．」と事業者の理解は得られなかったが，

市民の意見を直接聞き，議論を繰り返す中で，最終

的に合意し，民間施設のバリアフリー化も一体的に

進めることが可能となった． 

  

５．おわりに 

 

 以上のように，基本構想策定後も推進協議会を始

めとする様々な市民参加手法を行うことにより，具

体的成果が得られている．その他にも，進行管理組

織を継続することにより，構想から工事へと事業者

の担当課・担当者が変わっても連携がスムーズに行

えるというメリットもある．しかし，市民参加の取

り組みはまだまだ十分とはいえない． 

市民参加の下，構想を策定したといってもその

参加者は市民全体のごく一部である．基本構想に関

心がなくとも，目の前の道路工事に関心を持つ人は

多い．緑地公園駅地区で基本構想に基づく音響信号

の説明を行った際，「そんな話は聞いていない．」

と騒音を理由に反対されることもあった． 

構想から計画・工事へと進むほど，市民の関心

は高まり，意見も様々となる．構想策定時以上に策

定後の市民参加の取組みが重要である．そして，単

なる参加から，より市民の主体的な取組みによる市

民参画を目指し，交通バリアフリーを進めて行くこ

とが必要である． 
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